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I. 業務の目的 

知と交流の拠点施設整備事業発注者支援業務委託（以下「本業務」という。）は、知と交流の拠点

施設整備事業（以下「本事業」という。）にあたり、整備手法として想定している設計施工一括発注

方式による設計施工事業者の選定及び契約に向けた一連の業務に関し、現在実施している基本設計

の内容や、今後予定する都市計画決定の内容を実施設計に反映しつつ、昨今の工事費高騰や人手不足

といった建設市況を踏まえ、本事業を円滑に進めるため、直接的又は間接的支援を行うものである。 

本実施要領は、本業務の委託業者を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、本事業の目

的を十分に理解した上で、高い技術力と豊富な経験を有する優れた事業者を特定するため、その手続

きについて、必要な事項を定めるものである。 

 

 

II. 実施要領等の構成 

プロポーザルの条件を示す資料は、本実施要領のほか、次のとおりとする（本実施要領と次の資料を

総称し、以下、「実施要領等」という。）。 

(１)知と交流の拠点施設整備事業発注者支援業務に係る公募型プロポーザル審査要領 

(２)知と交流の拠点施設整備事業発注者支援業務に係る公募型プロポーザル様式集 

(３)知と交流の拠点施設整備事業発注者支援業務委託 仕様書 

(４)知と交流の拠点施設整備方針 

 

 

III.業務概要 

１. 本委託の概要 

(１)業務名 

知と交流の拠点施設整備事業発注者支援業務委託 

(２)履行期間 

業務委託契約締結日から令和 9 年 10 月 29 日まで。 

(３)業務概要 

知と交流の拠点施設整備事業発注者支援業務委託仕様書のとおり。 

(４)限度額 

金 49,481,300 円（消費税及び地方消費税を含む。） 
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IV. 募集要領 

１. 選考方針 

受託候補者の選定は、審査委員会において、業務提案書やプレゼンテーション等による審査を踏ま

え実施する。 

委員会の審査結果を受け、評価が最も高い応募者から受託候補者１者、次点候補者１者を選定す

る。 

 

２. スケジュール 

 内容 日時 

① 公告日 令和８年６月２４日（水） 

② 質問書の受付期限 令和８年７月 １日（水）正午まで 

③ 質問に対する回答 令和８年７月 ８日（水） 

④ 参加表明書の締切 令和８年７月１３日（月）正午まで 

⑤ 参加資格確認結果の通知 令和８年７月１７日（金） 

⑥ 業務提案書等の提出期限 令和８年７月２４日（金）正午まで 

⑦ 審査会（参加者プレゼンテーション） 令和８年８月下旬 

⑧ 審査結果の発表及び通知 令和８年８月下旬 

⑨ 契約予定日 令和８年９月上旬 

 

３. 事務局 

住所 〒510-8601 三重県四日市市諏訪町１番５号 

担当者 四日市市 政策推進部 まちなか拠点創造課 

TEL     059-354-8414 

FAX     059-354-3974 

E-mail   machinaka@city.yokkaichi.mie.jp 
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４. 参加資格要件 

本プロポーザルに参加することができる者（以下「参加者」という。）は、次に揚げるすべての参加

資格要件を満たす単体企業とする。 

(１)平成２８年４月１日以降に受託し、本プロポーザルの参加表明書提出日までに完了（全体計画の

一部が完了でも可とする。）しているコンストラクション・マネジメント業務（以下「ＣＭ業務」

という。）のうち、設計・施工者の発注・選定・契約段階（要求水準書の作成が含まれるものに限

る）に係る対象業務を行った実績があること。 

対
象
業
務 

国又は地方公共団体等が発注する工事で、「令和６年国土交通省告示第８号別添二」による建築

物の類型三から五及び七から十二に該当し、延べ面積 3,000 ㎡以上の建築物の新築、増築、改

築に伴って行われたＣＭ業務。 

ただし、増築、改築の場合は、増築、改築部分のうち当該用途部分の延べ面積が 3,000 ㎡以上

の場合に限る。 

＜国又は地方公共団体等が発注する工事＞ 

① 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）第２

条第２項に定める公共工事 

② ｢国立大学法（平成１５年法律第１１２号）第２条第１項に定める国立大学法人｣及び｢地方

独立行政法（平成１５年法律第１１８号）第６８条第１項に定める公立大学法人｣が発注する

工事 

③ 「図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第２条第１項に定める地方公共団体、日本赤十字

社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置する図書館（学校に附属する図書館又は図

書室を除く。）」に関する工事 

(２)ＣＣＭＪ（日本コンストラクション・マネジメント協会の認定コンストラクション・マネジャ

ー）及び一級建築士が３名以上所属していること。 

(３)公告日から契約締結日までの間に、国及び地方公共団体から、それぞれの規定に基づく指名停止

措置を受けていないこと。 

(４)建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条の規定により、一級建築士事務所の登録を受け

ていること。また、建築士法第１０条第１項の規定による処分を受けている者が所属していない

こと。 

(５)経営不振の状態（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項の規定に基づき更生

手続開始の申立てをしたとき、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項の規定

に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等をいう。）に

ないこと。 

(６)地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当していないこと。 

(７)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定

する暴力団及び同条第６号に規定する暴力団員でないこと。 

(８)プロポーザル実施公表の日において、四日市市請負工事入札参加資格者名簿（測量・建設コンサ

ルタント等）の「建築関係コンサルタント」に登録されていること。 
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５. 参加等に対する制限 

本業務の受託者及びその関連企業（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条の規定する親会社と

子会社の関係にある者及び親会社を同じくする子会社同士にある者、又は、一方の会社の役員が他方

の会社役員を兼ねている者）は、今後発注する知と交流の拠点施設整備事業に関する実施設計業務の

受託者及び工事の請負者等となることはできない。 

ただし、整備手法の検討の結果、本業務において要求水準書を作成しないこととなった場合には、

この限りではない。 

 

６. 業務実施上の条件 

各業務の実施にあたっては、次の条件を満たすものとする。 

(１)業務の再委託 

契約の履行の全部または主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。主要な部分以外の

第三者への委託に関しては、書面により発注者の承諾を得るものとする。 

(２)配置技術者の資格及び実績要件 

 管理技術者及び各分野の主任技術者をそれぞれ１名配置するものとし、次に掲げる資格及び実績

要件を満たすものとする。 

 ただし、３か月以上継続した直接雇用関係があること。 

また、業務実績については、平成２８年４月１日以降に受託し、本プロポーザルの参加表明書提出

日までに完了しているＣＭ業務（全体計画の一部が完了でも可とする。）を対象とする。 

なお、同種業務・類似業務の区分については、下表のとおりとする。 

同
種
業
務 

国又は地方公共団体等が発注する工事で、「令和６年国土交通省告示第８号別添二」による建築

物の類型三から五及び七から十二に該当し、延べ面積 3,000 ㎡以上の建築物の新築、増築、改

築に伴って行われた、ＣＭ業務。 

ただし、増築、改築の場合は、増築、改築部分のうち当該用途部分の延べ面積が 3,000 ㎡以上

の場合に限る。 

＜国又は地方公共団体等が発注する工事＞ 

① 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）第２

条第２項に定める公共工事 

② ｢国立大学法（平成１５年法律第１１２号）第２条第１項に定める国立大学法人｣及び｢地方

独立行政法（平成１５年法律第１１８号）第６８条第１項に定める公立大学法人｣が発注する

工事 

③ 「図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第２条第１項に定める地方公共団体、日本赤十字

社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置する図書館（学校に附属する図書館又は図

書室を除く。）」に関する工事 

類
似
業
務 

令和６年国土交通省告示第８号別添二による建築物の類型三から五及び七から十二に該当し、

延べ面積 3,000 ㎡以上の建築物の新築、増築、改築に伴って行われたＣＭ業務。 

ただし、増築、改築の場合は、増築、改築部分のうち当該用途部分の延べ面積が 3,000 ㎡以上

の場合に限る。 
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ア 管理技術者 

ＣＣＭＪ（日本コンストラクション・マネジメント協会の認定コンストラクション・マネジャ

ー、以下「ＣＭｒ」という。）の資格及び一級建築士の資格を有するもので、設計・施工者の選

定・発注段階（要求水準書の作成が含まれるものに限る）の同種業務を行った実績があること。 

イ 建築（総合） 

ＣＭｒの資格及び一級建築士の資格を有する者で、設計・施工者の選定・発注段階（要求水準

書の作成が含まれるものに限る）の同種業務又は類似業務を行った実績があること。 

ウ 建築（構造） 

構造設計一級建築士又は一級建築士の資格を有する者で、設計・施工者の選定・発注段階（要

求水準書の作成が含まれるものに限る）の同種業務又は類似業務を行った実績があること。 

エ 電気設備 

建築設備士、設備設計一級建築士又は一級建築士の資格を有する者で、設計・施工者の選定・

発注段階（要求水準書の作成が含まれるものに限る）の同種業務又は類似業務を行った実績があ

ること。 

オ 機械設備（給排水衛生・空調換気） 

建築設備士、設備設計一級建築士又は一級建築士の資格を有する者で、設計・施工者の選定・

発注段階（要求水準書の作成が含まれるものに限る）の同種業務又は類似業務を行った実績があ

ること。 

カ 建設コスト管理 

建築コスト管理士又は建築積算士の資格を有する者で、設計・施工者の選定・発注段階（要求

水準書の作成が含まれるものに限る）の同種業務又は類似業務を行った実績があること。 

キ 工事施工計画 

１級建築施工管理技士の資格を有する者で、設計・施工者の選定・発注段階（要求水準書の作

成が含まれるものに限る）の同種業務又は類似業務を行った実績があること。 

(３)管理技術者は各分野の主任担当者との兼務を認めない。 

(４)主任担当者は、業務分野ごとに配置する者とする。ただし、建設コスト管理主任担当者、及び工事

施工計画主任担当者については、業務に支障を来たさない範囲において、他の主任担当者との兼務

を認める。 

 

７. 募集要項、資料類の配布 

（１） 配布方法 

各要領、資料類は四日市市のホームページに掲載するので必要に応じてダウンロードし、使用

すること。 

【本市ホームページ】https://www.city.yokkaichi.lg.jp/                   

 

  



7 

 

 

V. 応募手続き 

１. 参加表明書及び業務提案書等の提出 

本プロポーザルに参加を希望する者は、以下の要領で参加表明書及び業務提案書等を提出するこ

と。 

(１)提出場所 

事務局 

(２)提出方法 

提出書類は、提出場所まで持参又は郵送すること。ただし、郵送する場合は、必ず「配達証明付き

書留郵便」とし、受付期限内に必着とすること。なお、郵送の場合は、発送後に必ず提出先まで電話

連絡を行うこと。 

(３)参加表明書等の提出書類及び提出部数 

①  参加表明書（様式１） ２部 

②  企業及び技術者資料 ２部 

（様式３から様式６をまとめ、左上をホチキス止めとする。） 

（ア） 会社概要（様式３） 

（イ） 参加者に所属する技術者数及び有資格者数（様式４） 

（ウ） 参加者の同種・類似業務実績（様式５） 

（エ） 管理技術者の経歴等（様式６－１） 

（オ） 各業務主任担当者の経歴等（様式６－２～７） 

③  参考資料 各１部 

企業や技術者の資格や実績の確認資料（左上をホチキス止めとする。） 

 ④ ①から④の電子データ １部 

 CD-R 又は DVD-R に参加者名を記載すること。 

 各様式とそれに添付する書類を１つの PDF 形式で作成すること。 

 各 PDF データの名称は「様式●-●」とすること。 

 様式はエクセル形式のものも添付すること。 

 ウイルスチェックを実施したうえで保存すること。 

(４)業務提案書等の提出書類及び提出部数 

① 業務提案書 

（ア）表紙（様式７） ２部 

（イ）業務提案（任意様式：Ａ３版）10 部  

記載内容については、本要領 V４（５）を参照すること。 

② 参考見積書及び内訳書（任意様式） ２部 

③ ①の電子データ １部 

 CD-R 又は DVD-R に参加者名を記載すること。 

 PDF 形式で作成すること。 

 ウイルスチェックを実施したうえで保存すること。 
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２. 募集要項等に関する質疑の受付及び回答 

(１)受付場所 

事務局 

(２)提出方法 

質疑書（様式２）に記入し、電子メールにて受付期間内に事務局へ送付すること。また受信につい

て事務局宛に電話し確認すること。なお、電子メール以外での質問の受付は行わない。 

(３)質疑回答 

質疑に対する回答は、一括してとりまとめ、ホームページ上にて公開する。回答内容は、本要領及

び関係する仕様書類の追加、修正として取り扱う。 

３. 参加資格審査及び提出書類による客観的審査 

提出された参加表明書等の提出書類を基に、事務局で参加資格を審査し、資格適合者にはプレゼン

テーション参加要請書を発送する。なお、資格適合者が５者を超える場合は、事務局で資格適合者の

客観的評価点を審査し、客観的評価点の合計が上位５位までの者を選定し、プレゼンテーション参加

要請書を送付するものとする。 

   なお、選定結果は参加表明書を提出したものに対して電子メールにて通知する。 

 

４. 提出書類の記入上の留意事項 

(１)参加表明書（様式１） 

代表者印を押印の上、提出すること。 

(２)参加者に所属する技術者数及び有資格者数（様式４） 

参加者のＣＭ業務部門に所属する各業務分野におけるそれぞれの技術職員数・資格について記入

すること。対象とする資格はＣＣＭＪ他、様式４による。 

(３)参加者の業務実績（様式５） 

平成２８年４月１日以降に受託し、本プロポーザルの参加表明書提出日までに完了しているＣＭ

業務（全体計画の一部が完了でも可とする。）のうち、設計・施工者の発注・選定・契約段階（要求

水準書の作成が含まれるものに限る）に係る同種業務又は類似業務の実績を５件以内で記入するこ

と。実績が複数ある場合は、同種業務、類似業務の順に、公共工事のＣＭ実績を優先して記入するこ

と。 

なお、記入した業務については、契約書の鑑の写し、業務の完了が確認できるものの他、用途・規

模・構造が同種業務又は類似業務に該当することが正確に確認できる資料等を参考資料として添付

すること。 
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同
種
業
務 

国又は地方公共団体等が発注する工事で、「令和６年国土交通省告示第８号別添二」による建築

物の類型三から五及び七から十二に該当し、延べ面積 3,000 ㎡以上の建築物の新築、増築、改

築に伴って行われた、ＣＭ業務。 

ただし、増築、改築の場合は、増築、改築部分のうち当該用途部分の延べ面積が 3,000 ㎡以上

の場合に限る。 

＜国又は地方公共団体等が発注する工事＞ 

① 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）第２

条第２項に定める公共工事 

② ｢国立大学法（平成１５年法律第１１２号）第２条第１項に定める国立大学法人｣及び｢地方

独立行政法（平成１５年法律第１１８号）第６８条第１項に定める公立大学法人｣が発注する

工事 

③ ｢図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第２条第１項に定める地方公共団体、日本赤十字

社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置する図書館（学校に附属する図書館又は図

書室を除く。）｣に関する工事 

類
似
業
務 

令和６年国土交通省告示第８号別添二による建築物の類型三から五及び七から十二に該当し、

延べ面積 3,000 ㎡以上の建築物の新築、増築、改築に伴って行われたＣＭ業務。 

ただし、増築、改築の場合は、増築、改築部分のうち当該用途部分の延べ面積が 3,000 ㎡以上

の場合に限る。 

 

(４)管理技術者及び各業務主任担当者の経歴等（様式６-１～様式６-７） 

本業務を担当する管理技術者及び主任担当者について、次に従い記入すること。 

ア  資格 

資格の種類は、様式に記載された資格について記入すること。 

イ  同種業務・類似業務実績 

  同種又は類似業務に該当する業務の実績を３件以内で記入すること。 

同種業務及び類似業務の対象は、前記「（３）参加者の業務実績」による。様式６－６及び様式

６－７の担当区分においては、他の業務主任担当者と兼務する場合は、兼務する分野を入力するこ

と。 

(５)業務提案書 

ア  業務提案書（様式７） 

代表者印を押印の上、提出すること。 

イ 業務実施方針（任意様式：Ａ３版ヨコ片面１枚） 

   業務実施方針は以下の内容を記載すること。 

１）本業務に対する提案者の取り組み方針と体制 

２）各業務担当チームの特徴（他業務との兼務状況など、業務遂行能力を示すこと） 

３）業務上、特に配慮する事項 

４）業務工程 ※仕様書「６.成果品」の提出期限に依らない場合は、理由を付した上で 

発注者に提案することも可とする。 

ウ  テーマ別業務提案（任意様式：Ａ３版ヨコ片面１枚ずつ） 
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テーマ別業務提案については、以下の項目に関する事項を記載すること。（詳細は、別紙 評価

要領を参照すること） 

【テーマ１】 

 

建設コストの高騰や人手不足等により、全国的に再開発プロジェクトの中止や

延期が相次ぐ状況の中、設計施工一括発注方式を想定して整備する際の「競争

性」と「品質」の確保につながる提案 

【テーマ 2】 

 

実施設計・施工業務等に関する要求水準書等策定や実施設計・施工者の選定な

ど、今後の円滑な事業推進に向けた具体的支援方策について 

エ 作成上の注意事項 

（ア）業務実施方針については、Ａ３版ヨコ片面１枚で簡潔にまとめること。 

テーマ別業務提案については、テーマごとにそれぞれ、Ａ３版ヨコ片面１枚で簡潔にまとめ

ること。 

（イ）提案は文章での表現を原則とし、文字の大きさは、原則１１ポイント以上 とすること。文

章を補完するために必要な概念図や表、イメージ図等を使用し、基本的考え方をわかりやす

く簡潔に記述すること。 

（概念図や表中の文字については原則１０ポイント以上とすること） 

（ウ）業務提案書は、提案者を特定することができる内容の記述（社名や実績の名称など）は行わ

ないこと。（プレゼンテーションにおいても同様とする。） 

（エ）業務提案書の作成及び提出等にかかる費用は、提案者の負担とする。 

(６)参考見積書の注意事項 

本業務の参考見積について、業務料の目安に比べ著しく乖離していると判断した場合は、その妥当

性について聴取することがある。 

(７)提出書類作成上の注意事項（共通） 

使用する言語は日本語とし、通貨及び単位は、日本国通貨、日本の標準時及び計量法に定める単位

とする。提出された書類の訂正、追記、返却は認めない。また、要求する内容以外の書類や図面等は

受理しない。 

 

５. 評価基準 

(１)別に定める「知と交流の拠点施設整備事業発注者支援業務委託プロポーザル審査要領」による。 

(２)プレゼンテーション及びヒアリング 

審査は、業務提案書の提出とあわせ、業務提案書に関するプレゼンテーションを行うものとし、そ

の実施方法は以下のとおりとする。 

ア プレゼンテーション及びヒアリングへの出席者は、本業務を担当する管理技術者、建築（総合）

を必須とし、各業務担当者の中から選出した計４名以内とする。 

イ プレゼンテーションの日程（時刻）や場所等については、別途プレゼンテーション参加要請書に

て通知する。 

ウ プレゼンテーション及びヒアリングは、参加者が提出した業務提案書に記載した内容を投影して

行うこととし、新たな内容の資料提示は認めない。 

エ プレゼンテーション及び審査委員からのヒアリングの合計時間は、１者あたり３５分程度（プレ

ゼンテーション：１５分程度、ヒアリング：２０分程度）を予定している。 
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オ プレゼンテーションの資料やスライド中には、提出者を特定することができるような表示をしな

いこと。（ヒアリングにおいても同様とする） 

キ プレゼンテーションに参加しない場合は、審査の対象としない。 

(３)審査方法及び結果の通知 

事務局が算定する客観評価による評価点と、委員会による業務提案書及びプレゼンテーションの

評価点を踏まえ、評価が最も高い応募者から受託候補者１者、次点候補者１者を選定する。 

受託候補者、次点候補者及び選定されなかった業務提案書の提出者に対しては、審査の結果を電子メ

ール及び書面にて通知する。 

(４)失格 

次の条件のいずれかに該当する場合には、失格となることがある。 

ア 提出資料等が本要領の提出方法や条件に適合しない場合 

イ 虚偽の内容が記入されていることが明らかになった場合 

ウ その他、本要領に違反すると認められた場合 

エ 委員会の委員に直接、間接を問わず連絡を求めた場合 

オ 審査の公平さに影響を与える行為があったと認められる場合 

カ 契約締結までの間に指名停止の措置や指名除外の措置を受けた場合 

 

VI. 契約・その他 

１. 業務委託契約 

(１)契約の締結 

本委託の受託候補者として選定された者と契約交渉を行った上で契約手続きを行う。ただし、この

者が参加表明書の提出から契約締結までの間に指名停止の措置や指名除外の措置を受けた場合、又

は、提出された書類等に審査結果に影響を及ぼす虚偽の記載があることが判明した場合、若しくは何

らかの事故等により、契約交渉が不可能になった場合は、その者との契約の締結を行わず、次点候補

者を契約交渉の相手方とする。 

(２)契約に係る業務内容 

契約に係る業務は、別途、特記仕様書に定める内容とする。なお、契約締結の際にプロポーザルの

内容に即して特記仕様書の変更を行う場合もありうるが、提案が必ず業務内容に反映されるわけで

はない。 

 

２. 提出書類の取り扱いについて 

提出された資料及びその複製は、本業務の選考以外に提出者に無断で使用しないものとする。ただ

し、本市は、受託者として特定された者の業務提案書を、本プロポーザルに関する記録として公開等

に利用できるものとする。 

 


